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新システム（COMPANY）健康診断登録 

～入社時雇い入れ検診・提携外検診～ 

こちらでは健康診断の受診結果登録手順についてご案内します。雇い入れ時の健

康診断はこちらのシステムに登録します。健康診断の結果は「提携外」での医療受診をし

たかたのみ登録を行って下さい。 

※本システムの対象は、正社員、常勤講師、アルバイト社員となります。 

 

・入社年度の検診 → 雇い入れ時検診（随時） 

・入社年度以降の検診 → 定期健康診断（年１回） 

 

１：システムログイン 

 HHCより各社員へ専用の ID・パスワードが配信されています。到着の IDPWをご確認

いただき、専用URLよりログインをお願いいたします。 

▼送信元アドレス： 

noreply.humanhhc@company.works-hi.com 

▼送信タイトル：  

【ヒューマングループ】ログイン情報通知メール 

 

▼PC用ログインURL： 

https://humanhhc-cws.company.works-hi.com/self-workflow/cws/cws 

▼ログインマニュアル： 

https://drive.google.com/file/d/150RXZ6FbxiQkST7o9pQ5Bs6LGmB0-

b4j/view?usp=sharing 

mailto:noreply.humanhhc@company.works-hi.com
https://drive.google.com/file/d/150RXZ6FbxiQkST7o9pQ5Bs6LGmB0-b4j/view?usp=sharing
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２：制度概要 

（１） 対象者の定義 

① 入社時「雇い入れ検診」（入社時随時） 

健康保険に加入する社員・常勤講師・アルバイト。非加入者は対象外です。 

（健康保険加入は、週 20時間以上の稼働 ＋ ひとつき 88000 円以上の契約） 

 

   ➁ 定期「健康診断」（年に 1回） 

健康保険に加入する社員・常勤講師・アルバイト。 

毎年 3月 31 日時点で社会保険加入している上記の方及び、該当年度の新卒採用の方。 

※実施期間中に退職予定の方及び、健康保険資格喪失者、社員のご家族は対象外です。 

※当年度入社の中途社員・常勤講師は「雇い入れ検診」を活用してください。 

 

３：新規入社「雇い入れ検診」 

（１）事前の注意事項 

・ 入社前３か月以内に受診した前職の健康診断結果がある方は改めての受診は不要です。

お手元にある検診結果をアップロードしてください。 

・ 入社時検診の受診期間。入社前後３か月で受診いただけるよう予約を進めて下さい。尚、

すぐに予約が取れない場合はその限りではありません。 

 

（２） 提携医療機関（新宿検診プラザ） 

受診可能な方はこちらをご活用下さい。 

 



 

 

（３） 制度詳細および清算方法 

◆制度詳細 

https://sites.google.com/a/athuman.com/welfare/?authuser=0#h.jsn3yah5l3cv 

 

   ◆ 清算方法 

    https://x.gd/yHHVV 

 

 

（４） 結果票の登録（COMPANY） 

  

    
 

４：既存社員「定期健康診断」 

（１）事前の注意事項 

・ 専用システムを介して予約を実施してください（バリューＨＲ） 

・ 提携病院で受診された方は、検診結果の提出や清算は発生しません。 

https://sites.google.com/a/athuman.com/welfare/?authuser=0#h.jsn3yah5l3cv
https://x.gd/yHHVV


・ 提携外病院を受診された方は COMPANY より実施してください。 

 

（２）COMPANY 清算方法※提携外受診者のみ 

   以下メニューより、検診結果票と領収書をアップロードしてください。 

   尚、検診料金は全員一律の補助金額が決まっている為、補助額を超えた分は自己負担となります。 

  

 給与関連申請 ＞ 労務関連書類申請 ＞ 健康診断申請 

      

   

     
 



  
以上 


